別紙１

施工実績に関する事項
	工事名
	

	発注者の名称
	

	工事場所
	

	工期
	令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

	契約金額
	

	受注形態
	単体・共同企業体の別
	

	
	出資比率（％）
	

	工事概要
	


注　１　施工実績については、入札公告要件（※）を満たす工事について１件記載すること。
　　２　工事場所については、所在番地（複数ある場合は主たるもの）を記載すること。
３　契約金額については、最終請負金額（税込み）を円単位で記載すること。
４　工事概要については、入札公告要件を満たす施工実績を記載すること。
５　施工実績の内容が的確に判断できる必要最小限の資料を別途提出すること。
（CORINSの登録内容確認書又は竣工登録工事カルテ受領書及び工事カルテ。CORINSに未登録の場合は契約書及び一般図など、入札公告の条件を確認できるもの。）

※入札公告要件
　平成23年４月１日以降に、上下水道・工業用水道処理施設に関して、設置、更新、整備又は修繕工事を元請負人として完成した実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る。）


別紙２

配置予定技術者の資格等に関する事項
	技術者の区分
	
	

	フリガナ
氏名
	
	

	所属会社名
	
	

	雇用開始年月日
	
	

	法定資格等
	種類
	
	

	
	取得年月日
	
	

	
	登録等番号
	
	

	実務経験年数
	
	

	他工事との重複の有無
	無・有（　年　月　日から専任可能）・兼務希望
	無・有（　年　月　日から専任可能）・兼務希望


注　１　技術者の区分については、主任技術者又は監理技術者のいずれかを記載すること。
２　技術者要件については、機械器具設置工事又は水道施設工事に関して、主任技術者又は監理技術者要件に該当
する技術士（部門）　又は実務経験にあっては、建設業法の条項を記載すること。
３　技術者要件、法定資格等については、それらを証明するもの（資格者証の写し（必要な場合には監理技術者講
習修了証の写し）、所属会社発出の実務経験証明書、技術者経歴書等）を添付すること。
４　実務経験年数については、技術者要件及びそれらを証明するために添付するものの記載内容等に対応した実務
経験年数を記載すること。
５　他工事との重複の有無の欄では、本申請書提出時点で他工事の主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐であ
[bookmark: _Hlk192082757]る場合、「有」に〇印を付し、専任が可能となる日を記載すること。また、「技術者に関する特記仕様書」記載の
[bookmark: _Hlk192082663]要件を満たし、他工事との兼務を希望する場合は、予め発注者と調整の上、「兼務希望」に〇印を付し、兼務の
根拠規定等に応じて、別紙３に必要事項を記入の上、併せて提出すること。
６　提出日において３か月以上の雇用関係を有することが証明できる書類（経歴書等）を添付すること。
７　配置予定技術者は、５人まで記載できること。記載欄が不足する場合、本書類を複数提出すること。

















別紙３

[bookmark: _Hlk191906215]監理技術者に建設業法第26条第３項第２号の適用を予定している場合の確認事項


〇本様式は以下の事項に誓約し、監理技術者に建設業法第26条第３項第２号を適用する場合のみ提出すること。
　
１　誓約事項
　以下の事項について誓約する。　
・監理技術者補佐を専任で配置する。
　・同一の監理技術者を配置する工事は、本工事を含め同時に２件までとする。
　・監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行する。
　・監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制をとる。
・監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにする。
　・兼務する工事が他機関の発注である場合、当該発注機関が兼務を認めている。

２　監理技術者が兼務する工事に関する事項
	工事名
	

	発注者の名称
	

	工事場所
	

	工期
	　年　月　日～　年　月　日

	契約金額
	

	工事内容
	







３　配置予定の監理技術者補佐に関する事項
	氏名
	

	所属会社名
	

	雇用開始年月日
	

	資格（①・②いずれか記入）
	①主任技術者要件を満たす資格名（又は実務経験年数）及び一級技士補の資格名
	

	
	②監理技術者の資格を有する業種
	


[bookmark: _Hlk192083400]　　※監理技術者補佐は５人まで記載できること。記載欄が不足する場合、この書類を複数提出すること。
　　

注）
競争参加資格確認時においては、本資料による確認のみとするが、要件を確認するための資料（上記２・３の記載事項を確認できるもの）を、落札決定後、２日（土日、休日を除く）以内に提出すること。なお、落札決定後の要件確認において、本資料の記載内容と齟齬があった場合は、落札決定の取り消しや指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
